
２．庁舎面積算定資料

（１）本庁舎勤務職員数の推計
本庁勤務職員の職階別数（平成２５年・平成３１年）

・議員数は、定数を定める条例により２１人とします。

議題２（別冊）

８，３６９　合　　計

７３５
(ｵ)議事堂
委員会室等含

議員定数

5,453 指数 0.40 ２，１８１(ｴ)玄関通路 (ｱ)～(ｳ)(㎡)

21 標準面積 35.00

２，０５１(ｳ)会議室等 総職員数（本庁）
3,011 指数 0.13 ３９１(ｲ)倉庫 (ｱ)の面積
293 標準面積 7.00

３，０１１　面積計
293
15 1.7 25.5製図職員

668.5 ＝６６９人　　計
換算人数６６９×４．５㎡／人

　８１名 ８８名

製図職員
一般職員

一般職員
128 2.0 256.0補佐・係長級
33 5.0 165.0課長級

区　　分 職階等
特別職
部長級

(ｱ)事務室
108 1.0 108.0

人数 面　積（㎡）
3 20.0 60.0

①総務省式（旧総務省起債対象事業費算定基準）

換算人数換算係数

6 9.0

平成３１年４月１日 備　　考

課長・主幹
副主幹

主査・主査補

平成２５年４月１日

２６０名

主任主事・主事・主事補・臨時職員

主任技師・技師・技師補

係長級
補佐級
課長級
部長級
特別職
総職員数（本庁）

　１４名 １５名

（２）庁舎面積の算定

２９３名
　３名
　６名
３３名
４０名

１０８名

　３７名

　８８名

　　３名
　　６名
　３１名

54.0



　上記は国の地方大官庁(局)とした場合の面積である。
　市役所庁舎の場合、これに加え、議会・待合コーナー等が必要となる。
　現状等を考慮し以下の機能を追加する。

0.35

　　９００議場・委員会室・控室等、現庁舎の状況から
(ﾃ)待合ｺｰﾅｰ 市民窓口関係、現庁舎の状況から 　　１２０

区　　分 面　積（㎡）
(ﾂ)議会

　　総　計 ６，８２６

　３９９

　　　計 １，５３９

(ﾄ)銀行 現庁舎の状況から 　　１５
(ﾅ)ホール等
(ﾆ)交通部分

ホール・情報公開コーナー、現庁舎の状況から 　　１０５
ﾂ～ﾅ面積計　1140㎡ 指数

(ﾁ)運転手詰所 ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾊﾞｽ運転手　３名×1.65 　　５

　　　計 ５，２８７

(ｿ)自家発電室 ｱ～ｼ面積計3000～5000㎡ 標準面積 29.00 　２９
ｱ～ｿ面積計3741.5㎡

(ﾀ)交通部分
※(ｱ)(ｲ)は10％増し前値

指数 0.35 １，３０９

(ｽ)機械室 ｱ～ｼ面積計3000～5000㎡ 標準面積 547.00 ５４７
(ｾ)電気室 ｱ～ｼ面積計3000～5000㎡ 標準面積 96.00 　９６

(ｼ)食堂喫茶 標準面積 140.00 １４０職員数250～300
(ｻ)売店 職員数 293 指数 0.085 　２５

0.32
(ｺ)医務室 職員数250～300 標準面積 85.00 　８５

(ｸ)受付及び巡視室 1.65×2÷3＝１．１㎡≦６．５㎡（最小） 　　７
　９４(ｹ)便所・洗面所 職員数 293 指数

(ｶ)庁務員室 １人10㎡、１人増すごとに1.65㎡　（２名想定） 　１２
(ｷ)湯沸し室 現状に合せ７箇所×4.3㎡ 　３０

(ｴ)倉庫 事務室面積2194.5㎡の１３％ ２８５
(ｵ)宿直室 １人10㎡、１人増すごとに3.3㎡　（２名想定） 　１３

部長級

(ｳ)電話交換室 　６８標準面積 68.00換算人数600～800

(ｲ)会議室
職員100人当り40㎡、10人増すごとに4㎡
（40㎡×2+4㎡×9）=116　　×1.1＝128 　　１２８

課長級

158.4
(ｱ)事務室面積

面積計(10%UP) 2194.5㎡×１．１＝ ２，４１４
　面積計 換算人数665×3.3㎡／人＝2194.5㎡
　　計 293 664.9 ＝６６５人

33 5.0 165.0

特別職 3 18.0 54.0

係長級 88 1.8

製図職員 15 1.7 25.5

補佐級 40 2.5 100.0

一般職員 108 1.0 108.0

6 9.0 54.0

面　積（㎡）区　　分 職階等

②国土交通省方式 （新営庁舎面積算定基準)
  建物種別は「地方大官庁(局)地方ブロック単位」とする。

職員数 換算係数 換算人数


